
   

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

〔院外処方〕 

５ 院外処方率 
医科の入院外における院外処方率は、総数で 82.5％となっており、前年と比べ 1.1 ポイント上昇して 

いる。病院・診療所別にみると、病院が 84.6％、診療所が 82.0％となっており、前年と比べ病院は 1.0 ポ
イント、診療所は 1.1 ポイント上昇している。（図８） 

 
図８ 病院 - 診療所別にみた医科の院外処方率の年次推移 
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図７ ＤＰＣ／ＰＤＰＳに係る明細書 - ＤＰＣ／ＰＤＰＳに係る明細書以外別にみた 

入院の診療行為別１日当たり点数の構成割合 

 
（令和７(2025)年８月審査分） 

注：１）「ＤＰＣ／ＰＤＰＳに係る明細書」とは、診療報酬明細書（医科入院医療機関別包括評価用）及び同明細書に総括された診療報酬明細書（医科入院）である。 

２）「表記以外の行為」は、「初・再診」「在宅医療」「画像診断」「投薬」「注射」「精神科専門療法」及び「病理診断」である。 

３）「表記以外の行為」は、「初・再診」「医学管理等」「在宅医療」「麻酔」「放射線治療」及び「病理診断」である。 

 

１）「総数」には、データ上で「病院」「診療所」別を取得できなかったものを含む。 

ＤＰＣ／ＰＤＰＳに係る明細書 1) ＤＰＣ／ＰＤＰＳに係る明細書以外 

注：院外処方率(%)  ＝          
処方箋料の算定回数   

     × 100 

処方料の算定回数＋処方箋料の算定回数 

２）令和６(2024)年度の診療報酬改定より改定の施行月が従来の４月から６月となったことに伴い、集計対象月を６月審査分

から８月審査分に変更したため、令和５(2023)年以前の数値との比較には留意が必要である。 
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